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新型コロナウイルス感染予防に伴う居宅介護支援の対応について（通知） 

 

   日頃より、諏訪広域連合介護保険事業につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げ 

ます。 

   標記の件について、新型コロナウイルスの感染リスク防止のため、下記のとおりご対応をお願い 

します。 

記 

 

１ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取についての対応 

(1)新型コロナウイルス感染のまん延を防止する観点から、各サービス担当者が一堂に会するサービス 

担当者会議は行わず、基準条例による「やむを得ない理由がある場合」として取扱い、意見照会での

対応としてください。 

(2)「利用者の状況等に関する情報を担当者間で共有する」ことがサービス担当者会議の本来の趣旨で

あるため、文書若しくは電子メール、電話等によって必ず意見照会を行い、その結果を記録し、２年

間保存してください。 

  ※令和２年２月２７日付けで通知した内容について、「担当者会議を開催しないことも可能とする」と

しておりましたが、今回、感染リスク防止の観点から複数名が一堂に会して行うサービス担当者会議の

開催を行わない取扱いとしました。 

 

２ モニタリングの実施について 

(1)モニタリングについては、通常どおり実施してください。 

(2)ただし、本人及び家族又は入居している有料老人ホーム等から訪問を控えるよう依頼があった場合 

については、基準条例による「モニタリングできない特段の事情」として取り扱い、その旨を支援経

過記録等に残してください。 

なお、その場合でも電話等により利用者の状況やサービスの進捗状況等、モニタリングを行い、 

その結果を記録し、２年間保存してください。 

 

３ 適用期間 

  令和２年３月３１日まで（令和元年度） 

なお、令和２年４月１日以降の対応については、感染の動向により改めて通知します。 
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